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４４ 令和5年度 飯塚市一般会計補正予算(第2号)

４５
新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための作業

に従事する飯塚市職員の特殊勤務手当に関する条例を廃止する条例
３

４６ 飯塚市税条例の一部を改正する条例 ４

４７ 飯塚市病院事業条例の一部を改正する条例 １７
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５０ 市道路線の認定 ２２

５１
専決処分の承認(令和5年度 飯塚市小型自動車競走事業特別会計補正

予算(第1号))
２７

報告

第9号

専決処分の報告(市道上の車両損傷事故に係る損害賠償の額を定める

こと及びこれに伴う和解)
２８

報告
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継続費繰越計算書の報告(令和4年度 飯塚市一般会計) ３０
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継続費繰越計算書の報告(令和4年度 飯塚市小型自動車競走事業特別

会計)
３２
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第12号
継続費繰越計算書の報告(令和4年度 飯塚市下水道事業会計) ３４
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第13号
繰越明許費繰越計算書の報告(令和4年度 飯塚市一般会計) ３６

報告

第14号

繰越明許費繰越計算書の報告(令和4年度 飯塚市小型自動車競走事業

特別会計)
３９

報告

第15号
事故繰越し繰越計算書の報告(令和4年度 飯塚市一般会計) ４１
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報告

第16号
令和4年度 飯塚市水道事業会計の予算繰越 ４３

報告

第17号
令和4年度 飯塚市下水道事業会計の予算繰越 ４５
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第18号
公益財団法人飯塚市教育文化振興事業団の経営状況 ４７

報告

第19号
一般財団法人サンビレッジ茜の経営状況 ４８

報告

第20号
令和4年度 児童虐待に関する状況の報告 ４９



議案第45号

新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための作業に

従事する飯塚市職員の特殊勤務手当に関する条例を廃止する条例

新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための作業に従事する飯

塚市職員の特殊勤務手当に関する条例を廃止する条例を次のように定める。

令和5年6月20日提出

飯塚市長 片 峯 誠  

提案理由

新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための防疫等作業手当の

特例について、人事院規則が改正されたことに伴い、これを参考にして本案を提出

するものである。

新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための作業に

従事する飯塚市職員の特殊勤務手当に関する条例を廃止する条例

新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための作業に従事する飯

塚市職員の特殊勤務手当に関する条例(令和3年飯塚市条例第5号)は、廃止する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第46号

飯塚市税条例の一部を改正する条例

飯塚市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和5年6月20日提出

飯塚市長  片 峯  誠

提案理由

地方税法(昭和25年法律第226号)の改正等に伴い、関係規定を整備するため、本案

を提出するものである。
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飯塚市税条例の一部を改正する条例

飯塚市税条例(平成18年飯塚市条例第51号)の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除) (配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

第34条の9 (略) 第34条の9 (略)

2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控

除することができなかった金額があるときは、当該控除すること

ができなかった金額は、令第48条の9の3から第48条の9の6までに

定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除すること

ができなかった金額を還付し、又は当該控除することができなか

った金額のうち法第314条の9第2項後段に規定する還付をすべき

金額により当該納税義務者の前項の確定申告書に係る年の末日

の属する年度の翌年度分の個人の県民税、個人の市民税若しくは

森林環境税を納付し、若しくは納入し、若しくは当該納税義務者

の未納に係る徴収金を納付し、若しくは納入する。

2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控

除することができなかった金額があるときは、当該控除すること

ができなかった金額は、令第48条の9の3から第48条の9の6までに

定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除すること

ができなかった金額を還付し、又は当該納税義務者の同項の確定

申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の県民税

若しくは市民税に充当し、若しくは当該納税義務者の未納に係る

徴収金に充当する。

3 (略) 3 (略)

(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書) (個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)

第36条の3の2 (略) 第36条の3の2 (略)

2 前項又は法第317条の3の2第1項の規定による申告書を給与支払

者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事

項がその年の前年において当該給与支払者を経由して提出した
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前項又は法第317条の3の2第1項の規定による申告書(その者が当

該前年の中途において次項の規定による申告書を当該給与支払

者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項

の規定による申告書)に記載した事項と異動がないときは、給与

所得者は、施行規則で定めるところにより、前項又は法第317条

の3の2第1項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がな

い旨を記載した前項又は法第317条の3の2第1項の規定による申

告書を提出することができる。

3 第1項又は法第317条の3の2第1項の規定による申告書を提出し

た給与所得者で市内に住所を有するものは、その年の中途におい

て当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、第

1項又は法第317条の3の2第1項の給与支払者からその異動を生じ

た日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定

めるところにより、その異動の内容その他施行規則で定める事項

を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出し

なければならない。

2 前項又は法第317条の3の2第1項の規定による申告書を提出した

給与所得者で市内に住所を有するものは、その年の中途において

当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、前項

又は法第317条の3の2第1項の給与支払者からその異動を生じた

日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定め

るところにより、その異動の内容その他施行規則で定める事項を

記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しな

ければならない。

4 第1項及び前項の場合において、これらの規定による申告書がそ

の提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申

告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。

3 前2項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の

際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、

その受理された日に市長に提出されたものとみなす。

5 給与所得者は、第1項及び第3項の規定による申告書の提出の際

に経由すべき給与支払者が令第48条の9の7の2において準用する

4 給与所得者は、第1項及び第2項の規定による申告書の提出の際

に経由すべき給与支払者が令第48条の9の7の2において準用する
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令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定

めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者

に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

であって施行規則で定めるものをいう。次条第4項及び第53条の9

第3項において同じ。)により提供することができる。

令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定

めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者

に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

であって施行規則で定めるものをいう。次条第4項及び第53条の9

第3項において同じ。)により提供することができる。

6 前項の規定の適用がある場合における第4項の規定の適用につ

いては、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事

項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支

払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提

供を受けた日」とする。

5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用につ

いては、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事

項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支

払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提

供を受けた日」とする。

(個人の市民税の徴収の方法等) (個人の市民税の徴収の方法)

第38条 個人の市民税は、第44条、第47条の2第1項、第47条の5又

は第53条の5の規定により特別徴収の方法による場合を除くほ

か、普通徴収の方法により徴収する。

第38条 個人の市民税は、第44条、第47条の2第1項、第47条の5又

は第53条の5の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほ

か、普通徴収の方法によって徴収する。

2 (略) 2 (略)

3 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収

する場合に併せて賦課し、及び徴収する。

(個人の市民税の納税通知書) (個人の市民税の納税通知書)

第41条 個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額

は、当該年度分の個人の市民税額、個人の県民税額及び森林環境

第41条 個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額

は、当該年度分の個人の市民税額及び県民税額の合算額(第47条
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税額の合算額(第47条第1項又は第47条の6第1項の規定により徴

収する場合にあっては特別徴収の方法により徴収されないこと

になった金額に相当する税額)を前条第1項の納期(第47条第1項

又は第47条の6第1項の規定により徴収する場合にあっては特別

徴収の方法により徴収されないこととなった日以後に到来する

納期)の数で除して得た額とする。

第1項又は第47条の6第1項の規定によって徴収する場合にあって

は特別徴収の方法によって徴収されないことになった金額に相

当する税額)を前条第1項の納期(第47条第1項又は第47条の6第1

項の規定によって徴収する場合にあっては特別徴収の方法によ

って徴収されないこととなった日以後に到来する納期)の数で除

して得た額とする。

(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収) (給与所得に係る個人の市民税の特別徴収)

第44条 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年

の前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、同日にお

いて給与の支払を受けている者(次の各号に掲げる者のうち特別

徴収の方法により徴収することが著しく困難であると認められ

る者を除く。以下この条において「給与所得者」という。)であ

る場合には、当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額

及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含

む。次項及び第5項において同じ。)の合算額を特別徴収の方法に

より徴収する。

第44条 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年

の前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、同日にお

いて給与の支払を受けている者(次に掲げる者のうち特別徴収の

方法によって徴収することが著しく困難であると認められる者

を除く。以下この条において「給与所得者」という。)である場

合においては、当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割

額及び均等割額の合算額を特別徴収の方法によって徴収する。

(1)・(2) (略) (1)・(2) (略)

2 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得に

給与所得以外の所得がある場合には、当該給与所得以外の所得に

係る所得割額を同項の規定により特別徴収の方法により徴収す

べき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して

2 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得に

給与所得以外の所得がある場合においては、当該給与所得以外の

所得に係る所得割額を前項の規定によって特別徴収の方法によ

って徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額

8



特別徴収の方法により徴収する。ただし、第36条の2第1項の申告

書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によ

り徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。

に加算して特別徴収の方法によって徴収する。ただし、第36条の

2第1項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴

収の方法によって徴収されたい旨の記載があるときは、この限り

でない。

3 前項本文の規定により給与所得者の給与所得以外の所得に係る

所得割額を特別徴収の方法により徴収することとなった後にお

いて、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割

額の全部又は一部を特別徴収の方法により徴収することが適当

でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者か

ら給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴

収の方法により徴収することとされたい旨の申出があった場合

でその事情がやむを得ないと認められるときは、市長は、当該特

別徴収の方法により徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得

割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を

普通徴収の方法により徴収するものとする。

3 前項本文の規定によって給与所得者の給与所得以外の所得に係

る所得割額を特別徴収の方法によって徴収することとなった後

において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所

得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によって徴収すること

が適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所

得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を

普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があっ

た場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市長は、

当該特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得以外の所得に

係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又

は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。

4 (略) 4 (略)

5 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該

年度の初日の翌日から翌年の4月30日までの間において異動を生

じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新

たに給与の支払をする者となった者(所得税法第183条の規定に

より給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある

5 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該

年度の初日の翌日から翌年の4月30日までの間において異動を生

じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新

たに給与の支払をする者となった者(所得税法第183条の規定に

よって給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務があ
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者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動によ

り従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなった

日の属する月の翌月の10日(その支払を受けなくなった日が翌年

の4月中である場合には、同月30日)までに、第1項の規定により

特別徴収の方法により徴収されるべき前年中の給与所得に係る

所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法により徴収

された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収

の方法により徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算額を

特別徴収の方法により徴収するものとする。ただし、当該申出が

翌年の4月中にあった場合において、特別徴収の方法により徴収

することが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。

る者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動に

よって従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくな

った日の属する月の翌月の10日(その支払を受けなくなった日が

翌年の4月中である場合には、同月30日)までに、第1項の規定に

より特別徴収の方法によって徴収されるべき前年中の給与所得

に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法によ

って徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を

特別徴収の方法によって徴収されたい旨の申出をしたときは、当

該合算額を特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただ

し、当該申出が翌年の4月中にあった場合において、特別徴収の

方法によって徴収することが困難であると市長が認めるときは、

この限りでない。

6 特別徴収の方法により個人の市民税を徴収される納税義務者が

当該年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間にお

いて給与の支払を受けないこととなり、かつ、その事由が発生し

た日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法により徴

収されたい旨の当該納税義務者からの申出があった場合及び当

該納税義務者が翌年の1月1日から4月30日までの間において給与

の支払を受けないこととなった場合には、その者に対してその年

の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該

月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、当

6 特別徴収の方法によって個人の市民税を徴収される納税義務者

が当該年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間に

おいて給与の支払を受けないこととなり、かつ、その事由が発生

した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によっ

て徴収されたい旨の当該納税義務者からの申出があった場合及

び当該納税義務者が翌年の1月1日から4月30日までの間において

給与の支払を受けないこととなった場合には、その者に対してそ

の年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で

当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限

10



該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は

一部の支払がされないこととなったときにあっては、同日までに

支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することがで

きる額)を特別徴収の方法により徴収する。

り、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全

部又は一部の支払がされないこととなったときにあっては、同日

までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収するこ

とができる額)を特別徴収の方法によって徴収する。

(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ) (給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)

第47条 個人の市民税の納税者が給与の支払を受けなくなったこ

と等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によ

り徴収されないこととなった場合には、特別徴収の方法により徴

収されないこととなった金額に相当する税額は、特別徴収の方法

により徴収されないこととなった日以後において到来する第40

条第1項の納期がある場合にはそのそれぞれの納期において、そ

の日以後に到来する同項の納期がない場合には直ちに、普通徴収

の方法により徴収するものとする。

第47条 個人の市民税の納税者が給与の支払を受けなくなったこ

と等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によ

って徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法

によって徴収されないこととなった金額に相当する税額は、特別

徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において

到来する第40条第1項の納期がある場合においてはそのそれぞれ

の納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合に

おいては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとする。

2 法第321条の6第1項の通知により変更された給与所得に係る特

別徴収税額に係る個人の市民税の納税者について、既に特別徴収

義務者から市に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該

納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場

合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)

において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納

又は誤納に係る税額は、法第17条の2の2第1項第2号に規定する市

町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及び第7

2 法第321条の6第1項の通知によって変更された給与所得に係る

特別徴収税額に係る個人の市民税の納税者について、既に特別徴

収義務者から市に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当

該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える

場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含

む。)において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当

該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該

納税者の未納に係る徴収金に充当する。
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項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関

係過誤納金により当該納税者の未納に係る徴収金を納付し、又は

納入することを委託したものとみなす。

(公的年金等に係る個人の市民税の特別徴収) (公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収)

第47条の2 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する

年の前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、

同日において老齢等年金給付(法第321条の7の2第1項の老齢等年

金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている

年齢65歳以上の者(特別徴収の方法により徴収することが著しく

困難であると認められるものとして次に掲げるものを除く。以下

この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場

合には、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る

所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税

額を含む。以下この条及び第47条の5において同じ。)の合算額(当

該納税義務者に係る均等割額を第44条第1項の規定により特別徴

収の方法により徴収する場合には、公的年金等に係る所得に係る

所得割額。以下この条及び第47条の5において同じ。)の2分の1

に相当する額(以下この節において「年金所得に係る特別徴収税

額」という。)を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の

3月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年

金給付の支払の際に特別徴収の方法により徴収する。

第47条の2 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する

年の前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、

同日において老齢等年金給付(法第321条の7の2第1項の老齢等年

金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている

年齢65歳以上の者(特別徴収の方法によって徴収することが著し

く困難であると認められるものとして次に掲げるものを除く。以

下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である

場合においては、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所

得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該納税義務者に係る

均等割額を第44条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴

収する場合においては、公的年金等に係る所得に係る所得割額。

以下この条及び第47条の5において同じ。)の2分の1に相当する額

(以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)

を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日まで

の間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支

払の際に特別徴収の方法によって徴収する。
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(1) (略) (1) (略)

(2) 特別徴収の方法により徴収することとした場合には当該年

度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなる

と認められる者

(2) 特別徴収の方法によって徴収することとした場合には当該

年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととな

ると認められる者

2 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税の

うち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る

所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る

特別徴収税額を控除した額を第40条第1項の納期のうち当該年度

の初日からその日の属する年の9月30日までの間に到来するもの

において普通徴収の方法により徴収する。

2 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税の

うち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る

所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る

特別徴収税額を控除した額を第40条第1項の納期のうち当該年度

の初日からその日の属する年の9月30日までの間に到来するもの

において普通徴収の方法によって徴収する。

(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ) (年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)

第47条の6 法第321条の7の7第1項又は第3項(これらの規定を法第

321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の

規定により特別徴収の方法により徴収されないこととなった金

額に相当する税額は、その特別徴収の方法により徴収されないこ

ととなった日以後において到来する第40条第1項の納期がある場

合にはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項

の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収するも

のとする。

第47条の6 法第321条の7の7第1項又は第3項(これらの規定を法第

321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の

規定により特別徴収の方法によって徴収されないこととなった

金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によって徴収されな

いこととなった日以後において到来する第40条第1項の納期があ

る場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到

来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法

によって徴収するものとする。

2 法第321条の7の7第3項(法第321条の7の8第3項において読み替

えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴

2 法第321条の7の7第3項(法第321条の7の8第3項において読み替

えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴
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収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法に

より徴収されないこととなった特別徴収対象年金所得者につい

て、既に特別徴収義務者から市に納入された年金所得に係る特別

徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対

象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は

年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所

得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がな

い場合を含む。)において当該特別徴収対象年金所得者の未納に

係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第

17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金と

みなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することが

できるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該特別

徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入する

ことを委託したものとみなす。

収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法に

よって徴収されないこととなった特別徴収対象年金所得者につ

いて、既に特別徴収義務者から市に納入された年金所得に係る特

別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収

対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又

は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金

所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が

ない場合を含む。)において当該特別徴収対象年金所得者の未納

に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法

第17条の2の規定によって当該特別徴収対象年金所得者の未納に

係る徴収金に充当する。

   附 則    附 則

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例) (軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)

第15条の2 (略) 第15条の2 (略)

2・3 (略) 2・3 (略)

4 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の

環境性能割の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を

乗じて計算した金額を加算した金額とする。

4 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の

環境性能割の額は、同項の不足額に、これに100分の10の割合を

乗じて計算した金額を加算した金額とする。
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(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例) (軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)

第16条の2 (略) 第16条の2 (略)

2 (略) 2 (略)

3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の

種別割の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じ

て計算した金額を加算した金額とする。

3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の

種別割の額は、同項の不足額に、これに100分の10の割合を乗じ

て計算した金額を加算した金額とする。

(市民税における中小法人等に対する不均一課税) (市民税における中小法人等に対する不均一課税)

第18条の3 市内に事務所又は事業所を有する法人のうち資本金等

の額(法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいう。

以下次条において同じ。)が1億円以下のものに対する各事業年度

分の法人税割額は、前条の規定を適用して計算した法人税割額か

ら当該法人税割額に8.4分の2.4を乗じて計算した額に相当する

額を控除した金額とする。

第18条の3 市内に事務所又は事業所を有する法人のうち資本金等

の額(法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいう。

以下次条において同じ。)が1億円以下のものに対する各事業年度

分の法人税割額は、前条の規定を適用して計算した法人税割額か

ら当該法人税割額に8.4分の2.4を乗じて計算した額に相当する

額を控除した金額とする。

   附 則

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第34条の9第2項並びに第38条の見出し及び同条第1項の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに第41条、第44条、第47条、第

47条の2及び第47条の6の改正規定並びに附則第15条の2第4項の改正規定及び附則第16条の2第3項の改正規定並びに次条第1項並びに

附則第3条第1項及び第2項の規定 令和6年1月1日

(2) 第36条の3の2の改正規定及び次条第2項の規定 令和7年1月1日

(市民税に関する経過措置)
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第2条 前条第1号に掲げる規定による改正後の飯塚市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和6年度分以後の年度分の個人の市

民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 この条例による改正後の飯塚市税条例(以下「新条例」という。)第36条の3の2第2項の規定は、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき

飯塚市税条例第36条の3の2第1項に規定する給与(以下この項において「給与」という。)について提出する同条第1項の規定による申告

書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例附則第16条の2第3項の規定は、令和6年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和5年度分までの軽自動車

税の種別割については、なお従前の例による。

2 新条例附則第15条の2第4項の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課すべき

軽自動車税の環境性能割について適用し、同日前に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、

なお従前の例による。
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議案第47号

   飯塚市病院事業条例の一部を改正する条例

飯塚市病院事業条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和5年6月20日提出

飯塚市長  片 峯  誠  

提案理由

地域医療支援病院の名称使用が承認されたことに伴い、健康保険法(大正11年法

律第70号)第70条の規定により、徴収が義務付けられる選定療養に係る利用料金の

改定のため、本案を提出するものである。
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飯塚市病院事業条例の一部を改正する条例

飯塚市病院事業条例(平成28年飯塚市条例第43号)の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

別表第1(第5条関係) 別表第1(第5条関係)

種別 単位 金額

(略)

非紹介患者初診加算料 1回につき 7,000円

非紹介患者再診加算料 1回につき 3,000円

(略)

種別 単位 金額

(略)

非紹介患者初診加算料 1回につき 1,650円

(略)

備考 利用料金は、消費税及び地方消費税を含む。 備考 利用料金は、消費税及び地方消費税を含む。

附 則

この条例は、令和6年1月1日から施行する。
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議案第48号

変更契約の締結(競走場メインスタンド整備工事)

競走場メインスタンド整備工事について、次のように工事請負契約を変更する契

約を締結するものとする。

  令和5年6月20日提出

飯塚市長  片 峯  誠  

変更事項

契約金額       2,625,867,439円

原契約金額     2,526,700,000円

契約金額増減額     99,167,439円(増)

提案理由

令和4年2月22日提出の議案第24号は、原案どおり可決され松尾建設株式会社北九

州支店と契約しているが、物価の変動等による諸経費の増により、契約を変更する

ため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び飯塚市議会の議決に

付すべき契約に関する条例(平成18年飯塚市条例第56号)第2条の規定に基づき、本案

を提出するものである。
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工 事 請 負 変 更 議 案 資 料

1 工事名   競走場メインスタンド整備工事

2 工事場所  飯塚市 鯰田 地内

3 受注者   北九州市小倉北区下到津五丁目9番4号

       松尾建設株式会社 北九州支店

       支店長 源 泰宏

4 変更概要  契約金額の変更

         原契約金額    2,526,700,000円

         変更後契約金額   2,625,867,439円

         契約金額増減額    99,167,439円(増)
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議案第49号

   財産の取得(消防ポンプ自動車)

飯塚市消防団に消防ポンプ自動車を配備するため、次の財産を取得するものとす

る。

  令和5年6月20日提出

飯塚市長 片 峯  誠  

1 取得する財産 消防ポンプ自動車

2 取得価格   22,847,000円

3 契約の相手方 福岡市博多区東光二丁目18番37号

        株式会社ナカムラ消防化学 福岡営業所

        所長 山口 貴志

4 契約の方法  指名競争入札

提案理由

消防ポンプ自動車を取得するにあたり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条

第1項第8号及び飯塚市議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例(平

成18年飯塚市条例第57号)第2条の規定に基づき、本案を提出するものである。
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議案第50号

   市道路線の認定

次のとおり市道路線を認定するものとする。

  令和5年6月20日提出

飯塚市長  片 峯  誠

提案理由

道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定に基づき市道路線を認定するにあ

たり、同条第2項の規定により議決を求めるものである。

市道認定路線明細

一連
番号

路線
番号

路線名 起点 終点
幅員

（ｍ）
延長

（ｍ）
図面
番号

1 23387 長尾水道口線 長尾 292-1 地先 長尾 289-2 地先 4.0 177.0 No.1

2 33581 楽市・上榎木３号線 楽市 117-11 地先 楽市 117-19 地先 6.6 39.4 No.2

3 33582 椋本・平ノ口２号線 椋本 457-13 地先 椋本 457-7 地先 7.1 79.4 No.3

4 33583 椋本・平ノ口３号線 椋本 457-23 地先 椋本 457-25 地先 6.2 19.5 No.3

5 33584 枝国・京塚２号線 若菜 256-155 地先 若菜 256-150 地先 6.7 43.3 No.4

合 計 358.6
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Ｎｏ．１市道認定路線図

23387 長尾水道口線
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Ｎｏ．２市道認定路線図

33581 楽市・上榎木3号線
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Ｎｏ．３市道認定路線図

33583 椋本・平ノ口3号線

33582 椋本・平ノ口2号線
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Ｎｏ．４市道認定路線図

33584 枝国・京塚2号線
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議案第51号  

 

専決処分の承認(令和5年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計補正

予算(第1号)) 

 

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第2号の規定により、令和5年度飯塚

市小型自動車競走事業特別会計補正予算(第1号)について議決を経なければならない

が、特に緊急を要したため、同法第179条第1項の規定により次のとおり専決処分した

ので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものである。 

 

  令和5年6月20日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   

 

 

専決第16号  

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、特に緊急を要するた

め、次のとおり専決処分する。 

  令和5年5月31日専決 

飯塚市長  片 峯  誠   

 

   令和5年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計補正予算(第1号) 
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報告第9号

   専決処分の報告(市道上の車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めるこ

と及びこれに伴う和解)

令和5年5月26日に地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、

市道上の車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解につい

て専決処分したので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

令和5年6月20日提出

飯塚市長  片 峯  誠  

損害賠償の額 12,540円

1 事故発生の日時、場所

  令和5年4月18日(火)午前10時30分頃

  飯塚市潤野地内 市道 平原4号線

2 事故の概要

  相手方が市道の路面にできたくぼみを通行した際、車体のフロントバンパーが

路面と接触し、バンパー前面及び下面を損傷させたものである。

3 損害の状況

  物的損害 相手方 車両 フロントバンパーを損傷

4 示談の内容

(1) 市は、相手方に対し損害賠償金12,540円を支払う。

(2) 双方は、本件事故について今後いかなる事情が発生しても、裁判上又は裁判

外において、一切の異議申立て又は請求をしない。

5 損害賠償額の内訳

修理費用額41,800円のうち、市の過失割合30％

6 事故現場見取図 別紙のとおり
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事故現場見取図

事故現場

平
原
４
号
線
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報告第10号

   継続費繰越計算書の報告(令和4年度飯塚市一般会計)

令和4年度飯塚市一般会計歳出予算の経費に継続費を設定していたので、地方自治

法施行令(昭和22年政令第16号)第145条第1項の規定により報告する。

令和5年6月20日提出

飯塚市長  片 峯  誠  
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会計名　一般会計 （単位：円）

国県支出金 地方債 その他

2,130,059,000 768,494,000 52,427,000 820,921,000 714,211,000 106,710,000 106,710,000 5,410,000 101,300,000

2,130,059,000 768,494,000 52,427,000 820,921,000 714,211,000 106,710,000 106,710,000 5,410,000 101,300,000

予算
計上額

支出済額
及び

支出見込額
特定財源

5
社会教育
費

文化会館改修
事業

教育費

繰越金

左の財源内訳

事業名 前年度
逓次

繰越額

翌年度
逓次

繰越額
残額

令和４年度継続費予算現額

合　計

令和４年度 　 飯塚市継続費繰越計算書

項
継続費
の総額

款
計

10

31



報告第11号

   継続費繰越計算書の報告(令和4年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計)

令和4年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計歳出予算の経費に継続費を設定して

いたので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第145条第1項の規定により報告す

る。

令和5年6月20日提出

飯塚市長  片 峯  誠  
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会計名　小型自動車競走事業特別会計 （単位：円）

国県支出金 地方債 その他

3,603,169,000 1,192,313,000 493,122,402 1,685,435,402 1,549,402,184 136,033,218 136,033,218 33,218 136,000,000

3,603,169,000 1,192,313,000 493,122,402 1,685,435,402 1,549,402,184 136,033,218 136,033,218 33,218 136,000,000

繰越金

左の財源内訳

事業名 前年度
逓次

繰越額

特定財源
翌年度
逓次

繰越額
残額

令和４年度継続費予算現額

合　計

メインスタン
ド整備事業

1 競走費 管理費3

令和４年度 　 飯塚市継続費繰越計算書

項
継続費
の総額

款
計

予算
計上額

支出済額
及び

支出見込額
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報告第12号

継続費繰越計算書の報告(令和4年度飯塚市下水道事業会計)

令和4年度飯塚市下水道事業会計資本的支出継続費を繰り越したので、地方公営企

業法施行令(昭和27年政令第403号)第18条の2第1項の規定により報告する。

  令和5年6月20日提出

飯塚市長  片 峯  誠
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（単位：円）

予算計上額 前年度繰越額 計 企 業 債 国庫補助金 そ の 他

1,418,849,000 0 362,857,000 362,857,000 281,229,000 81,628,000 81,628,000 0 0 81,628,000 0

令　和　４　年　度　飯　塚　市　下　水　道　事　業　会　計　継　続　費　繰　越　計　算　書　

款 項 事 業 名 継続費の総額

令 和 ４ 年 度 継 続 費 予 算 現 額
支 払 義 務
発 生

（ 見 込 ） 額
残 額

翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳
翌年度 繰
越額に係る
繰越を要す
るたな卸資
産 の 購 入
限 度 額

１
資 本 的
支 出

１建設改良費
浦田第一雨水
幹線整備に伴
うJR負担金

合  計 1,418,849,000 0 362,857,000 362,857,000 281,229,000 81,628,000 81,628,000 0 0 81,628,000 0
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報告第13号

   繰越明許費繰越計算書の報告(令和4年度飯塚市一般会計)

令和4年度飯塚市一般会計歳出予算の経費に繰越明許費を設定していたので、地方

自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により報告する。

令和5年6月20日提出

飯塚市長  片 峯  誠  
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（単位：円）

翌　年　度

既 収 入

繰　越　額 特定財源 国県支出金 地方債 その他

穂波庁舎改修事業 122,177,000 115,348,000 115,348,000

市有財産売払事業アスベスト含有測
定調査委託料

18,477,000 5,775,000 5,775,000

旧目尾児童館改修事業 95,791,000 95,791,000 95,791,000

県議会議員選挙運営事業 14,590,000 7,771,717 7,771,717

市議会議員選挙運営事業 27,306,000 25,356,217 25,356,217

2 児童福祉費 楽市・平恒保育所統合事業 802,725,000 701,188,300 683,600,000 17,588,300

3 生活保護費 生活保護システム改造委託料 3,850,000 3,727,900 3,727,900

1 保健衛生費
新型コロナウイルス感染症対策事業
予防接種委託料

44,000,000 30,000,000 30,000,000

2 清掃費 し尿収集車購入事業 13,613,000 11,655,000 11,655,000

鯰田地区遊水池新設事業用地購入費 168,422,000 168,422,000 168,400,000 22,000

防災重点ため池地震・豪雨耐性評価
委託料

51,300,000 48,500,000 46,100,000 2,400,000

橋りょう長寿命化事業 60,882,000 35,520,000 14,025,000 11,100,000 10,395,000

立岩・上三緒線道路改良事業 92,045,000 68,111,886 36,540,000 26,900,000 4,671,886

旧卸売市場周辺道路改良工事 301,536,000 136,702,000 22,333,000 24,800,000 89,569,000

未収入特定財源
一般財源

1 総務管理費

4 選挙費

2 総務費

道路橋りょう
費

農林水
産業費

3 民生費

2

6 1 農業費

4 衛生費

土木費8

令和４年度 　 飯塚市繰越明許費繰越計算書

会計名　一般会計

款 項 事　　業　　名
金　　額

(繰越限度額)

左 　の　 財 　源 　内 　訳
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翌　年　度

既 収 入

繰　越　額 特定財源 国県支出金 地方債 その他

未収入特定財源
一般財源

款 項 事　　業　　名
金　　額

(繰越限度額)

左 　の　 財 　源 　内 　訳

飯塚駅整備事業負担金 66,000,000 32,191,000 32,191,000

公園施設長寿命化事業各所改修工事 33,000,000 33,000,000 15,000,000 15,000,000 3,000,000

5 下水道費 下三緒排水ポンプ場新設工事 331,000,000 248,750,000 248,700,000 50,000

9 消防費 1 消防費
頴田方面隊第4分団消防自動車購入
事業

20,855,000 20,813,920 17,900,000 2,913,920

10 教育費 5 社会教育費
嘉穂劇場保存整備事業耐震診断調査
委託料

56,864,000 27,407,600 27,407,600

白門井堰災害復旧工事 270,000,000 125,381,700 124,754,625 500,000 127,075

各所農業施設災害復旧工事 47,600,000 28,713,000 28,713,000

各所農地災害復旧工事 36,000,000 4,133,800 3,629,476 400,000 104,324

2,678,033,000 1,974,260,040 300,153,818 1,197,300,000 238,673,675 238,132,547

8 土木費

合　　　　　計

1
農林水産業施
設災害復旧費

4 都市計画費

11
災害復
旧費
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報告第14号

   繰越明許費繰越計算書の報告(令和4年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計)

令和4年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計歳出予算の経費に繰越明許費を設定

していたので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により報

告する。

令和5年6月20日提出

飯塚市長  片 峯  誠  
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（単位：円）

翌　年　度

既 収 入

繰　越　額 特定財源 国県支出金 地方債 その他

1 競走費 3 管理費 試走路東側防音壁設置工事 23,600,000 23,600,000 23,600,000

23,600,000 23,600,000 23,600,000合　　　　　計

未収入特定財源
一般財源

令和４年度 　 飯塚市繰越明許費繰越計算書

会計名　小型自動車競走事業特別会計

款 項 事　　業　　名
金　　額

(繰越限度額)

左 　の　 財 　源 　内 　訳
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報告第15号

   事故繰越し繰越計算書の報告(令和4年度飯塚市一般会計)

令和4年度飯塚市一般会計歳出予算の経費を事故繰越ししたので、地方自治法施行

令(昭和22年政令第16号)第150条第3項の規定により報告する。

令和5年6月20日提出

飯塚市長  片 峯  誠  
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会計名　一般会計 （単位：円）

支出済額
支　 出
未済額

国県
支出金

地方債 その他

8 土木費 2
道路橋
りょう費

各所改良工事
（片島・平恒
線道路舗装工
事）

18,907,900 17,620,900 1,287,000 1,287,000 1,287,000 0 0 0 0 1,287,000

工事用機械
の故障によ
り、年度内
に完了しな
かったため

10 教育費 5
社会教育
費

文化会館改修
事業器具費

18,315,000 7,260,000 11,055,000 11,055,000 11,055,000 0 0 0 0 11,055,000

半導体不足
等により、
一部物品の
年度内の納
入が困難と
なったため

37,222,900 24,880,900 12,342,000 12,342,000 12,342,000 0 0 0 0 12,342,000合　　　　計

項款

左の財源内訳

事業名
支出負担
行為額 既収入

特定財源
一般財源

令和４年度 　 飯塚市事故繰越し繰越計算書

説　明未収入特定財源
左の内訳

支出負担
行為予定額

翌年度
繰越額
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報告第16号

令和4年度飯塚市水道事業会計の予算繰越

令和4年度飯塚市水道事業会計資本的支出予算を繰り越したので、地方公営企業法

(昭和27年法律第292号)第26条第3項の規定により報告する。

  令和5年6月20日提出

飯塚市長  片 峯  誠  
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地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額 （単位：円）

企 業 債 国庫補助金 そ の 他

7,000,000 2,400,000 4,600,000 0 0 4,600,000 0 0

31,601,000 10,730,000 20,871,000 0 0 20,871,000 0 0

15,950,000 0 15,950,000 0 0 15,950,000 0 0

28,774,000 0 28,774,000 0 0 28,774,000 0 0

配 水 施 設
改 良 事 業
（ 管 路 分 ）

民間工事との調整
を行ったため

諸 施 設
改 良 事 業

半導体関連部品の
納期が遅延してい
るため

１ 改良事業費

合  計 83,325,000 0 013,130,000 70,195,000 0 70,195,000

２
新 設 事 業

費
配 水 施 設
新 設 事 業

半導体関連部品の
納期が遅延してい
るため

予算計上額
翌 年 度
繰 越 額

支 払 義 務
発 生 額

翌 年 度
繰越額に
係る繰越
を要する
たな卸資
産の購入
限 度 額

説 明

左 の 財 源 内 訳

１
資 本 的
支 出

配 水 施 設
改 良 事 業
（ 施 設 分 ）

半導体関連部品の
納期が遅延してい
るため

0

令　和　４　年　度　飯　塚　市　　水　道　事　業　会　計　予　算　繰　越　計　算　書　

款 項 不 用 額事 業 名
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報告第17号

令和4年度飯塚市下水道事業会計の予算繰越

令和4年度飯塚市下水道事業会計資本的支出予算を繰り越したので、地方公営企業

法(昭和27年法律第292号)第26条第3項の規定により報告する。

  令和5年6月20日提出

飯塚市長  片 峯  誠  
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地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額 （単位：円）

企 業 債 国庫補助金 そ の 他

212,673,000 73,597,000 139,076,000 84,100,000 51,679,000 3,297,000 0 0

43,000,000 0 43,000,000 23,000,000 14,100,000 5,900,000 0 0

左 の 財 源 内 訳

地元・関係機関と
の調整に不測の日
数を要し、年度内
に事業が完了しな
かったため

合  計

１
資 本 的
支 出

１
建 設 改 良

費

255,673,000 107,100,000

令　和　４　年　度　飯　塚　市　下　水　道　事　業　会　計　予　算　繰　越　計　算　書　

款 項 不 用 額事 業 名 予算計上額
翌 年 度
繰 越 額

支 払 義 務
発 生 額

翌 年 度
繰越額に
係る繰越
を要する
たな卸資
産の購入
限 度 額

説 明

施設改良事業
（補正予算
（第3号））

国の補正予算の活
用事業であり、年
度内に事業が完了
しなかったため

0

施設整備事業
（当初予算）

73,597,000 182,076,000 65,779,000 9,197,000 0
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報告第18号

公益財団法人飯塚市教育文化振興事業団の経営状況

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、公益財団法

人飯塚市教育文化振興事業団の経営状況を別紙のとおり報告する。

  令和5年6月20日提出

飯塚市長  片 峯  誠
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報告第19号

一般財団法人サンビレッジ茜の経営状況

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、一般財団法人

サンビレッジ茜の経営状況を別紙のとおり報告する。

令和5年6月20日提出

飯塚市長  片 峯  誠  
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報告第20号

令和4年度児童虐待に関する状況の報告

飯塚市の子どもをみんなで守る条例(平成30年飯塚市条例第43号)第28条の規定に

基づき、令和4年度における児童虐待に関する状況を別紙のとおり報告する。

令和5年6月20日提出

飯塚市長 片 峯  誠  
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